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(57)【要約】
【課題】流体噴射と吸引を行える流体噴射装置を提供す
る。
【解決手段】流体噴射装置１００は、流体室６０の容積
を縮小して流体をパルス状に噴射する流体噴射装置であ
って、流体噴射部１０は、筐体７０の内部に、流体室６
０と、流体室６０に流体を供給する入口流路３２と、流
体室６０から流体噴射開口部３０に流体を流動する出口
流路３１と、を備えて構成され、筐体７０の後端部に嵌
着され入口流路３２に連通する流体供給チューブ８１と
、筐体７０の外周部に開設され流体噴射によって発生す
る残渣を吸引する吸引開口部７３，７７から筐体７０の
後端部まで貫通する吸引溝７４，７８を有する。吸引溝
７４，７８に連通する吸引チューブ８２は、流体供給チ
ューブ８１の外周に配設されて二重チューブを構成し、
流体供給チューブ８１と吸引チューブ８２との間に円環
状の吸引路３５が形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体室の容積を縮小して流体をパルス状に噴射する流体噴射装置であって、
　円筒状の筐体を備え、前記筐体の内部に前記流体室と、前記流体室に流体を供給する入
口流路と、前記流体室から前記筐体の先端部に設けられる流体噴射開口部に流体を流動す
る出口流路と、流体噴射によって発生する残渣を吸引する吸引開口部と、前記吸引開口部
から前記筐体の後端部まで貫通される吸引溝と、が設けられた流体噴射部と、
　前記筐体の後端部に嵌着されて前記入口流路に連通する流体供給チューブと、
　前記流体供給チューブの外周に配設されて二重チューブ構造を構成する吸引チューブと
、
が備えられ、
　前記流体供給チューブの外郭と前記吸引チューブの内郭との間に構成される円環状の吸
引路が、前記吸引溝に連通されていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記吸引溝が前記筐体の先端部から後端部にまで貫通形成されると共に、前記吸引溝の
先端部が吸引開口部であって、後端部が前記吸引路に連通されていることを特徴とする流
体噴射装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の流体噴射装置において、
　前記吸引開口部が、前記流体噴射開口部の近傍に延設されていることを特徴とする流体
噴射装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記吸引開口部が、前記筐体の側面に開設されていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記吸引開口部が、前記筐体の側面外周に設けられる略リング形状の溝によって形成さ
れていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記吸引開口部が、前記流体噴射開口部の周囲に設けられる略リング形状の溝によって
形成されていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の流体噴射装置において、
　前記吸引開口部の開口面積が、前記吸引溝の長さ方向に対して垂直な断面積よりも大き
いことを特徴とする流体噴射装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記筐体に対して前記吸引チューブの嵌着位置を進退させることにより前記吸引開口部
の大きさを変更する嵌着機構が、前記筐体と前記吸引チューブとの嵌着部に備えられてい
ることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項９】
　請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載の流体噴射装置において、
　前記筐体の先端部に外周方向に突設される鍔部が設けられ、
　前記鍔部の外径が、前記吸引チューブの外径とほぼ同じ大きさであることを特徴とする
流体噴射装置。
【請求項１０】
　流体室の容積を縮小して流体をパルス状に噴射する流体噴射装置であって、
　円筒状の筐体と、前記筐体の内部に前記流体室と、前記流体室に流体を供給する入口流
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路と、前記流体室から前記筐体の先端部に設けられる流体噴射開口部に流体を流動する出
口流路と、流体噴射によって発生する残渣を吸引する吸引開口部と、前記吸引開口部から
前記筐体の後端部まで貫通される吸引溝と、を備える流体噴射部と、前記筐体の後端部に
嵌着されて前記入口流路に連通する流体供給チューブと、前記流体供給チューブの外周に
配設されて二重チューブ構造を構成する吸引チューブと、が備えられ、前記流体供給チュ
ーブの外郭と前記吸引チューブの内郭との間に構成される円環状の吸引路が、前記吸引溝
に連通されており、流体の噴射と、吸引とを切り換える切換操作部が、前記流体噴射部に
備えられていることを特徴とする流体噴射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体供給チューブと吸引チューブとが二重チューブで構成される流体噴射装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　噴射される流体による手術は、血管等の脈管構造を保存しながら臓器実質を切開するこ
とが可能であり、さらに、切開部以外の生体組織に与える付随的損傷が軽微であることか
ら患者負担が小さく、また、出血が少ないため出血が術野の視界を妨げないことから迅速
な手術が可能であり、特に微小血管からの出血に難渋する肝切除等に多く臨床応用されて
いる。このように、噴射される流体による手術装置には、流体噴射ノズルと流体噴射によ
り発生する残渣を吸引する吸引ノズルとが備えられることが望まれる。
【０００３】
　そこで、円筒状のシースの内部に噴射ノズルパイプが挿通され、シースと噴射ノズルパ
イプとの間に構成される吸引通路とが備えられており、噴射ノズルパイプは流体源に連通
され、吸引ノズルに連通する吸引通路が、シースの途中から吸引チューブに分岐管路によ
って噴射ノズルパイプとは別のルートに分岐される流体噴射装置というものが提案されて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、先端部に流体噴射ノズルを有するウォータジェットカテーテルと、先端部に吸引
口を有する廃液吸引カテーテルとが別体で併設され、それぞれが別ルートで加圧ポンプま
たは吸引ポンプに接続される手術装置というものも知られている（例えば、特許文献２参
照）。
【０００５】
【特許文献１】特開平５－９２００９号公報（第２，３頁、図１）
【特許文献２】特開平５－２８５１５０号公報（第２頁、図１～図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような特許文献１による流体噴射装置では、シースの内部を通る噴射ノズルパイプ
と、シース途中から分岐される吸引チューブと、を備えている。従って、シースと吸引チ
ューブの分岐部は大きくなり、細長い管の内部に流体噴射装置を挿通することは極めて困
難である。
【０００７】
　また、特許文献２においても、ウォータジェットカテーテルと、廃液吸引カテーテルと
を並列に別体で設けていることから、やはり、細長い管の内部に流体噴射装置を挿通する
ことは困難であり、極めて微細な部位の切除等には不向きな構造であると考えられる。
【０００８】
　さらに、上述の特許文献１及び特許文献２による構造では、流体を高圧で噴射するため
の加圧ポンプは、噴射ノズルから離れた位置に配設されていることから噴射ノズルに流体
が達するまでに流体の圧力が変化してしまい、流体噴射速度が不安定となる課題を有する



(4) JP 2009-136520 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
【００１０】
　［適用例１］本適用例に係る流体噴射装置は、流体室の容積を縮小して流体をパルス状
に噴射する流体噴射装置であって、円筒状の筐体を備え、前記筐体の内部に前記流体室と
、前記流体室に流体を供給する入口流路と、前記流体室から前記筐体の先端部に設けられ
る流体噴射開口部に流体を流動する出口流路と、流体噴射によって発生する残渣を吸引す
る吸引開口部と、前記吸引開口部から前記筐体の後端部まで貫通される吸引溝と、が設け
られた流体噴射部と、前記筐体の後端部に嵌着されて前記入口流路に連通する流体供給チ
ューブと、前記流体供給チューブの外周に配設されて二重チューブ構造を構成する吸引チ
ューブと、が備えられ、前記流体供給チューブの外郭と前記吸引チューブの内郭との間に
構成される円環状の吸引路が、前記吸引溝に連通されていることを特徴とする。
　なお、除去される残渣としては、例えば、手術等で切除された組織や、細管内の付着物
、噴射された流体を含む廃液等を含む。
【００１１】
　このような構成によれば、吸引チューブの中に流体供給チューブを配設して二重チュー
ブ構造を構成して円環状の吸引路を形成している。従って、前述した特許文献１及び特許
文献２のように流体供給チューブと吸引チューブとを分岐または併設する構造に対して極
めて細い流体噴射装置を実現し、細管内部や微細な部位の切除及びその残渣を吸引除去す
ることができる。
【００１２】
　このような構造は、流体噴射開口部と吸引開口部及びそれぞれの流路を持つ流体噴射部
をカテーテルの先端に装着することが可能で、微細部位の手術のための手術具に最適であ
る。
【００１３】
　また、流体噴射部を流体供給チューブ先端に装着していることから、細長いカテーテル
の先端に用いるような場合であっても、安定した圧力で流体噴射が可能であり、流路長に
影響されない最適な条件の流体噴射を行うことができるという効果もある。
【００１４】
　［適用例２］上記適用例に係る流体噴射装置において、前記吸引溝が前記筐体の先端部
から後端部にまで貫通形成されると共に、前記吸引溝の先端部が吸引開口部であって、後
端部が前記吸引路に連通されていることが好ましい。
【００１５】
　このような構成によれば、筐体に設けられる吸引溝によって吸引開口部と吸引溝とを形
成するため、筐体先端部と、筐体先端部近傍の側面と、の連続部（先端コーナー部）に吸
引開口部を形成することができるので、流体噴射により発生する残渣の吸引を確実に行う
ことができる。
　また、構造が簡単で製造しやすいという効果がある。
【００１６】
　なお、吸引溝は、１個また複数個設けることができ、複数個の場合は、残渣の発生位置
が拡散している場合においても、吸引のために流体噴射位置を移動（回転を含む）する操
作を少なくすることができる。
【００１７】
　［適用例３］上記適用例に係る流体噴射装置において、前記吸引開口部が、前記流体噴
射開口部の近傍に延設されていることが好ましい。
【００１８】
　このような構成によれば、流体噴射開口部と吸引開口部とを近接して設けることにより
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、処置部の残渣を吸引しながら流体噴射を行うことができるので、処置部分の視野を常に
良好に目視可能な状態とすることができる。
【００１９】
　［適用例４］上記適用例に係る流体噴射装置において、前記吸引開口部が、前記筐体の
側面に開設されていることが好ましい。
【００２０】
　このような構成によれば、処置部分の内径が吸引チューブまたは筐体の外径に近い細管
のような場合において、処置部分の内壁に付着するような残渣の吸引を行うことができる
。
【００２１】
　［適用例５］上記適用例に係る流体噴射装置において、前記吸引開口部が、前記筐体の
側面外周に設けられる略リング形状の溝によって形成されていることが好ましい。
【００２２】
　このような構成によれば、筐体外周の３６０度にわたって処置部分の内壁に付着するよ
うな残渣の吸引を行うことができる。
【００２３】
　［適用例６］上記適用例に係る流体噴射装置において、前記吸引開口部が、前記流体噴
射開口部の周囲に設けられる略リング形状の溝によって形成されていることが好ましい。
【００２４】
　このような構成によれば、流体噴射開口部の周囲に吸引開口部を設けているので、処置
部分の視野をより一層良好に目視可能な状態とすることができる。
【００２５】
　［適用例７］上記適用例に係る流体噴射装置において、前記吸引開口部の開口面積が、
前記吸引溝の長さ方向に対して垂直な断面積よりも大きいことが望ましい。
【００２６】
　吸引溝の断面積を小さくすれば吸引開口部近傍よりも吸引溝における吸引力が強い。従
って、流体噴射により発生する残渣が柔らかい場合、吸引溝の断面積よりも若干大きい残
渣であっても吸引排除することができる。また、吸引溝の吸引力を高めても、吸引開口部
の吸引力は面積比にほぼ比例して小さくなるため、処置部に吸引による傷をつきにくくす
ることができる。
【００２７】
　［適用例８］上記適用例に係る流体噴射装置において、前記筐体に対して前記吸引チュ
ーブの嵌着位置を進退させることにより前記吸引開口部の大きさを変更する嵌着機構が、
前記筐体と前記吸引チューブとの嵌着部に備えられていることが望ましい。
　ここで、嵌着機構としては、例えば、筐体外周部と吸引チューブ内壁の両方またはどち
らか一方に螺旋状の突起、凹凸を設ける構造を採用できる。
【００２８】
　このような構成によれば、操作者が処置部の残渣の大きさや発生状態に応じて吸引開口
部の大きさ（従って位置も移動する）を任意に調整することが可能となり、処置操作がし
やすくなるという効果がある。
【００２９】
　［適用例９］上記適用例に係る流体噴射装置において、前記筐体の先端部に外周方向に
突設される鍔部が設けられ、前記鍔部の外径が、前記吸引チューブの外径とほぼ同じ大き
さであることが好ましい。
【００３０】
　このような構成によれば、筐体及び吸引チューブの外周外形から突出する部位がないた
め、細管内における流体噴射部の挿脱が容易であり、挿脱に伴い細管に傷をつけることを
防止することができる。
【００３１】
　［適用例１０］本適用例に係る流体噴射装置は、流体室の容積を縮小して流体をパルス
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状に噴射する流体噴射装置であって、円筒状の筐体と、前記筐体の内部に前記流体室と、
前記流体室に流体を供給する入口流路と、前記流体室から前記筐体の先端部に設けられる
流体噴射開口部に流体を流動する出口流路と、流体噴射によって発生する残渣を吸引する
吸引開口部と、前記吸引開口部から前記筐体の後端部まで貫通される吸引溝と、を備える
流体噴射部と、前記筐体の後端部に嵌着されて前記入口流路に連通する流体供給チューブ
と、前記流体供給チューブの外周に配設されて二重チューブ構造を構成する吸引チューブ
と、が備えられ、前記流体供給チューブの外郭と前記吸引チューブの内郭との間に構成さ
れる円環状の吸引路が、前記吸引溝に連通されており、流体の噴射と、吸引とを切り換え
る切換操作部が、前記流体噴射部に備えられていることを特徴とする。
【００３２】
　このような構成によれば、操作者が手元で、流体噴射と吸引とを自在に切り換えて操作
することができる。具体的には、流体噴射後に残渣吸引、予め吸引してから流体噴射、流
体噴射と残渣吸引とを同時に行う等の切り換えを行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１～図３は実施形態１に係る流体噴射装置を示し、図４は実施形態２、図５は実施形
態３、図６は実施形態４、図７は実施形態５、図８は実施形態６、図９は実施形態７に係
る流体噴射装置を示している。
　なお、以下の説明で参照する図は、図示の便宜上、部材ないし部分の縦横の縮尺は実際
のものとは異なる模式図である。
【００３４】
　また、本発明による流体噴射装置は、インク等を用いた描画、細密な物体及び構造物の
洗浄、手術用メス等様々に採用可能であるが、以下に説明する実施の形態では、血管内に
挿入し血栓等を除去する目的で用いるカテーテルの先端に設置することに適した流体噴射
装置、あるいは生体組織を切開または切除することに好適な流体噴射装置を例示して説明
する。従って、実施の形態にて用いる流体は、水または生理食塩水であり、以降、これら
流体を総称して液体と表す。
　　（実施形態１）
【００３５】
　図１は、実施形態１に係る流体噴射装置の概略構成の一例を示す説明図である。図１に
おいて、流体噴射装置１００は、基本構成として液体を収容し、その液体を供給する流体
供給部としての輸液バッグを含む駆動制御部１１０と、液体を脈動に変化させる流体噴射
部１０とを備えている。駆動制御部１１０には、流体噴射部１０に液体を一定圧力で供給
する圧力発生部と、流体噴射部１０から流体噴射に伴い発生する残渣を吸引するための吸
引ポンプ（共に図示せず）とが備えられている。
【００３６】
　流体噴射部１０には、流体を噴射する流体噴射開口部３０と、残渣を吸引するための吸
引開口部７３，７７とが設けられている。流体噴射開口部３０は流体供給チューブ８１を
介して圧力発生部に連通され、吸引開口部７３，７７は吸引チューブ８２を介して吸引ポ
ンプに連通されている。
【００３７】
　流体供給チューブ８１と吸引チューブ８２とは共に柔軟性を有する材料で構成され、吸
引チューブ８２は、流体供給チューブ８１の外周に配設されて二重チューブ構造を構成し
ている。そして、流体供給チューブ８１の外郭の直径と吸引チューブの内郭の直径径との
差によって形成される隙間により円環状の吸引路３５（図２（ａ）、参照）が構成される
。
【００３８】
　流体噴射部１０と駆動制御部１１０との間で、流体供給チューブ８１の外郭と吸引チュ
ーブの内壁の一部が接触することがあるが、円環状の吸引路３５の大部分は確保される。
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【００３９】
　流体噴射部１０は、液体を脈動に変化させて液滴２００として流体噴射開口部３０から
パルス状に高速噴射させる。
　なお、駆動制御部１１０には、図示しない駆動波形生成回路部と駆動制御回路部とが備
えられ、術部の硬度等の条件に対応して駆動波形を調整する調整装置が備えられている。
【００４０】
　また、駆動制御部１１０には、吸引ポンプと連通し、吸引された残渣２０１を外部に排
出する排出パイプ８３が設けられている。
【００４１】
　次に、図２，３を参照して本実施形態の流体噴射装置について説明する。
　図２は、実施形態１に係る流体噴射部の構造を示し、（ａ）は流体噴射部の断面中心軸
Ｇに沿って垂直に切断した切断面を示す側面断面図、（ｂ）は（ａ）の先端方向（矢印Ａ
で図示）から視認した正面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ切断面を示す断面図、（ｄ）は（
ａ）のＣ－Ｃ切断面を示す断面図、図３は断面中心軸Ｇに沿って水平に切断した平面断面
図を示している。
　図２，３において、流体噴射部１０は、上枠７１と下枠７５とを固着してなる円筒状の
筐体７０と、筐体７０の内部に、流体室６０と、流体室６０に液体を供給する入口流路３
２と、流体室６０から流体噴射開口部３０に液体を流動する出口流路３１と、を備えてい
る。筐体７０の後端部の円筒状の嵌着部８５には入口流路３２に連通する流体供給チュー
ブ８１が嵌着されている。
【００４２】
　また、筐体７０には、吸引チューブ８２が嵌着される円筒状の嵌着部８０と、先端部１
１側には外径方向外側に突設された鍔部７９が形成されている。そして、筐体７０の外周
部には、先端部１１から後端部まで貫通される溝７４ａ，７８ａが形成されている。この
溝７４ａ，７８ａは、嵌着部８０に吸引チューブ８２を嵌着することによって外郭が封止
されることで吸引溝７４，７８が形成される。
【００４３】
　溝７４ａ，７８ａは共に、鍔部７９をわたって先端部１１まで達しており、先端部１１
と、先端部１１と鍔部７９の側面との連続部（先端コーナー部）と、に連続した吸引開口
部７３，７７が形成される。吸引溝７４，７８それぞれは、吸引チューブ８２と流体供給
チューブ８１とで構成される円環状の吸引路３５に連通している。
【００４４】
　また、吸引開口部７３，７７の開口面積は、吸引溝７４，７８の長さ方向に対して垂直
な断面の断面積よりも大きくなるように設定されている。
【００４５】
　なお、本実施形態では、吸引溝は上枠７１と下枠７５との両方に１個ずつ、つまり２個
設けているが、どちらか一方に１個、または筐体に対して３個以上としてもよい。この際
、吸引開口部も吸引溝の数だけ設けられる。
　また、溝７４ａ，７８ａは、上枠７１、下枠７５それぞれが単体の状態においても、筐
体７０に接合された状態においても切削加工等で形成することができる。
【００４６】
　次に、流体噴射に関わる構造について図２及び図３を参照して説明する。流体噴射部１
０は、断面中心軸Ｇに沿って設けられる薄板状のスペーサ６１（スペーサ６１ａ，６１ｂ
から構成される）の表面にダイアフラム４０が、裏面にダイアフラム４１がそれぞれ密着
固定されている。スペーサ６１には図３に示すように、略四角形の開口部が形成されてい
る。開口部３３は、ダイアフラム４０，４１によって表裏が封止され、ダイアフラム４０
が上蓋、ダイアフラム４１が下蓋、そしてスペーサ６１が側壁となる流体室６０が構成さ
れる（図２（ｃ）も参照する）。
【００４７】
　また、スペーサ６１の先端部１１側にはスリットが設けられ、ダイアフラム４０が上蓋
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、ダイアフラム４１が下蓋、そしてスペーサ６１（スペーサ６１ａ，６１ｂ）が側壁とな
る出口流路３１が形成される（図２（ｂ）も参照する）。スペーサ６１には、図３に示す
ように、開口部３３の後端側にも連続するスリットが設けられ、ダイアフラム４０が上蓋
、ダイアフラム４１が下蓋、そしてスペーサ６１（スペーサ６１ａ，６１ｂ）が側壁とな
る入口流路３２が形成される。そして入口流路３２と流体供給チューブ８１とが連通され
ている。
【００４８】
　流体供給チューブ８１は、筐体７０の基端部に形成される嵌着部８５に嵌着されている
。ここで、吸引チューブ８２の内郭の直径は流体供給チューブ８１の外郭の直径よりも大
きく、互いの間には円環状の吸引路３５が形成されている（図２（ｄ））も参照する。
【００４９】
　スペーサ６１とダイアフラム４０，４１によって構成される出口流路３１、入口流路３
２の液体流動方向に対する垂直方向の断面積は、流体室６０の同方向の断面積よりもはる
かに小さい。また、図３に示すように、スペーサ６１は、開口部３３（流体室６０）内側
側壁の４隅の角部が滑らかに丸められている。さらに、出口流路３１は、流体室６０との
連通部の幅よりも流体噴射開口部３０との連通部の幅の方が狭く設定されており、流体室
６０から流出する液体が出口流路３１のノズル効果により高圧流体として噴射される。
【００５０】
　なお、スペーサ６１は、断面中心軸Ｇの両側に、スペーサ６１ａとスペーサ６１ｂとを
個別に形成し水平に配設する構造としてもよく、筐体７０の両端外側でスペーサ６１ａと
スペーサ６１ｂとを一体に接続して形成したものを、上枠７１と下枠７５を接合した後、
その接続部を切断除去する構造としてもよい。
【００５１】
　また、図２（ａ），（ｃ）に示すように、ダイアフラム４０の流体室６０と対向する外
側表面には、圧電素子５１が密着形成されている。圧電素子５１は、開口部３３の平面積
より小さい範囲で形成されている。また、ダイアフラム４１の流体室６０と対向する外側
表面には、圧電素子５２が密着形成されている。圧電素子５２は、開口部３３の平面積よ
り小さい範囲で形成されている。
【００５２】
　圧電素子５１，５２は、ダイアフラム表面から下部電極、圧電薄膜、上部電極の順に積
層形成されて構成され、圧電薄膜の材質は共通であり分極方向を一致させている。また、
各圧電素子の下部電極同士、上部電極同士はそれぞれ同電位の電圧が印加されるよう配線
される（図示は省略）。
【００５３】
　ダイアフラム４０の圧電素子５１の周囲表面領域には、上枠７１が密着固定される。上
枠７１には、ダイアフラム４０の駆動範囲周囲を覆うような空間７２が設けられ、空間７
２はダイアフラム４０と上枠７１とで封止されている。
【００５４】
　また、ダイアフラム４１の圧電素子５２の周囲表面領域には、下枠７５が密着固定され
る。下枠７５には、ダイアフラム４１の駆動範囲周囲を覆うような空間７６が設けられ、
空間７６はダイアフラム４１と下枠７５とで封止されている。
【００５５】
　ここで、スペーサ６１（スペーサ６１ａ，６１ｂ）とダイアフラム４０と上枠７１、ス
ペーサ６１（スペーサ６１ａ，６１ｂ）とダイアフラム４１と下枠７５とは互いに、接着
固定、陽極接合、ロウ付け、溶接等の接合技術を用いて密着固定され、流体噴射部１０が
構成される。
【００５６】
　流体噴射部１０は、上枠７１、下枠７５とで円筒形状の筐体７０が構成され先端部１１
は半球状に滑らかに丸められており、術部に損傷を与えたり、血管内に挿入する際の挿入
抵抗を減じている。
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　また、筐体先端部の鍔部７９の外径と吸引チューブ８２の外径はほぼ同じ大きさとし、
どちらかが径方向に突出しないような設定である。
【００５７】
　続いて、本実施形態による流体噴射装置１００における液体の流動の概要を簡単に説明
する。駆動制御部１１０内部には流体供給部としての輸液バッグと輸液バッグに接続され
た圧力発生部（共に図示は省略）が内蔵されている。圧力発生部は流体供給チューブ８１
に液体を送出するように接続されている。輸液バッグに収容されている液体は、圧力発生
部によって一定の圧力で流体供給チューブ８１を介して入口流路３２に供給される。さら
に液体は流体室６０で脈動に変換され、出口流路３１を通って流体噴射開口部３０から噴
射される。
【００５８】
　なお、輸液バッグは、駆動制御部１１０から分離し、流体噴射部１０に対して高い位置
に配設して、液体容器と流体噴射部１０との位置水頭の差によって生じる圧力差を利用し
て、流体噴射部１０に液体を一定の圧力で流入させる構成としてもよい。
【００５９】
　次に、本実施形態における液体噴射動作について図２を参照して説明する。流体噴射部
１０による液滴噴射は、入口流路側のイナータンスＬ１と出口流路側のイナータンスＬ２
の差によって行われる。
【００６０】
　まず、イナータンスについて説明する。
　イナータンスＬは、流体の密度をρ、流路の断面積をＳ、流路の長さをｈとしたとき、
Ｌ＝ρ×ｈ／Ｓで表される。流路の圧力差をΔＰ、流路を流れる流体の流量をＱとした場
合に、イナータンスＬを用いて流路内の運動方程式を変形することで、ΔＰ＝Ｌ×ｄＱ／
ｄｔという関係が導き出される。
【００６１】
　つまり、イナータンスＬは、流量の時間変化に与える影響度合いを示しており、イナー
タンスＬが大きいほど流量の時間変化が少なく、イナータンスＬが小さいほど流量の時間
変化が大きくなる。
　また、複数の流路の並列接続や、複数の形状が異なる流路の直列接続に関する合成イナ
ータンスは、個々の流路のイナータンスを電気回路におけるインダクタンスの並列接続、
または直列接続と同様に合成して算出することができる。
【００６２】
　本実施形態では、出口流路３１の範囲のイナータンスが出口流路側イナータンスＬ２、
入口流路３２の範囲が入口流路側イナータンスＬ１と考えることができる。
　なお、流体供給チューブ８１は柔軟性を有するため、入口流路側のイナータンスＬ１の
算出から削除する。
　そして、本実施形態では、入口流路側のイナータンスＬ１が出口流路側のイナータンス
Ｌ２よりも大きくなるように、入口流路３２及び出口流路３１の流路長及び断面積を設定
する。
【００６３】
　続いて、流体噴射部１０の動作について図２を参照して説明する。駆動制御部１１０に
含まれる駆動波形生成回路部によって形成された駆動波形を駆動制御回路部から圧電素子
５１，５２に印加する。流体室６０には、入口流路３２から液体が供給される。ここで、
圧電素子５１，５２の両方に駆動信号が入力され、圧電素子５１，５２が充電され急激に
圧電素子５１，５２が収縮したとすると、ダイアフラム４０，４１は流体室６０の容積を
縮小する方向に急激に凸状に変位する。その結果、流体室６０内の圧力は、入口流路側及
び出口流路側のイナータンスＬ１，Ｌ２が十分な大きさを有していれば急速に上昇して数
気圧に達する。
【００６４】
　この圧力は、入口流路３２に加えられていた圧力発生部による圧力よりはるかに大きい
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ため、入口流路側から流体室６０内への液体の流入はその圧力によって減少し、出口流路
３１からの流出は増加する。しかし、入口流路側のイナータンスＬ１は、出口流路側のイ
ナータンスＬ２よりも大きいため、入口流路３２から流体室６０内への液体の流入の減少
量より出口流路３１からの流出の増加量が大きい。
　その結果、出口流路３１を通じて、流体噴射開口部３０からパルス状の流体吐出、つま
り、高速の液滴２００がパルス状に噴射される。
【００６５】
　上述した実施形態１によれば、吸引チューブ８２の中に流体供給チューブ８１を配設し
て二重チューブ構造を構成して円環状の吸引路３５を形成し、また、吸引チューブ８２と
、円筒状の筐体７０の外周部に形成される溝７４ａ，７８ａとで吸引路３５と連通する吸
引溝７４，７８を形成している。従って、前述した特許文献１及び特許文献２のように流
体供給チューブ８１と吸引チューブ８２とを分岐または併設する構造に対して極めて細い
流体噴射装置１００を実現し、細管内部や微細な部位の切除及びその残渣を吸引除去する
ことができる。
【００６６】
　このような構造は、流体噴射開口部３０と吸引開口部７３，７７及びそれぞれの流路を
持つ流体噴射部１０をカテーテルの先端に装着することが可能で、微細部位の手術の手術
具に最適である。
　また、カテーテルのような細長い細管の先端に流体噴射部１０を設ける構造であっても
、安定した圧力で流体噴射が可能であり、細管の流路長に影響されない最適な条件の流体
噴射を行うことができるという効果もある。
【００６７】
　また、筐体７０の外周部に設けられる溝７４ａ，７８ａによって筐体７０の先端部１１
と、先端部１１と鍔部７９の側面と、の連続部（先端コーナー部）に吸引開口部７３，７
７を形成することができるので、流体噴射により発生する残渣の吸引を確実に行うことが
できる。
　また、溝７４ａ，７８ａによって吸引開口部７３，７７と吸引溝７４，７８とを形成す
るため、構造が簡単で製造しやすいという効果がある。
【００６８】
　また、吸引溝７４，７８の長手方向に対して垂直な断面積を吸引開口部７３，７７それ
ぞれの開口面積よりも小さくすることにより、吸引開口部近傍よりも吸引溝７４，７８の
吸引力が強くなるため、流体噴射により発生する残渣が柔らかい場合、吸引溝７４，７８
の断面積よりも若干大きい残渣であっても吸引排除することができる。また、吸引溝７４
，７８の吸引力を高めても、吸引開口部の吸引力は面積比にほぼ比例して小さくなるため
、処置部に吸引による傷をつきにくくすることができる。
【００６９】
　さらに、筐体７０の先端部には鍔部７９を突設し、鍔部７９の外径が、吸引チューブ８
２の外径とほぼ同じ大きさとしていることから、鍔部７９または吸引チューブ８２の外周
外形から突出する部位がないため、細管内における流体噴射部１０の挿脱が容易であり、
挿脱に伴い細管を傷つけることを防止することができる。
　　（実施形態２）
【００７０】
　続いて、実施形態２に係る流体噴射装置について図面を参照して説明する。実施形態２
は、前述した実施形態１に対して吸引開口部の形状が異なることに特徴を有している。従
って、実施形態１と異なる部分を中心に説明する。共通部位には同じ符号を付している。
　図４は、実施形態２に係る流体噴射部の一部を示し、（ａ）は側面断面図、（ｂ）は先
端方向から視認した正面図である。図４（ａ），（ｂ）において、吸引開口部７３，７７
が流体噴射開口部３０の近傍まで延設されている。
【００７１】
　吸引開口部７３，７７は、溝７４ａ，７８ａを筐体７０の外周部に形成した後、流体噴
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射開口部３０に近接する位置まで切り込みを入れることで形成することができる。この際
、切り込みの幅は、溝７４ａ，７８ａの幅と同じにするか、大きくすることが望ましい。
【００７２】
　このような構成によれば、流体噴射開口部３０と吸引開口部７３，７７とを近接して設
けることにより、処置部の残渣を吸引しながら流体噴射を行うことができるので、処置部
分の視野を常に良好に目視可能な状態とすることができる。
　　（実施形態３）
【００７３】
　続いて、実施形態３に係る流体噴射装置について図面を参照して説明する。実施形態３
は、前述した実施形態１に対して吸引開口部の位置及び形状が異なることに特徴を有して
いる。従って、実施形態１と異なる部分を中心に説明する。共通部位には同じ符号を付し
ている。
　図５は、実施形態３に係る流体噴射部の構造を示し、（ａ）は側面断面図、（ｂ）は図
示上方から視認したときの平面図である。図５（ａ），（ｂ）において、吸引開口部７３
，７７が、筐体７０の側面に開設されている。
【００７４】
　吸引開口部７３，７７は、嵌着部８０の側面に吸引溝７４，７８に連通する位置まで達
する貫通穴によって形成されている。この吸引開口部７３，７７は、筐体７０の鍔部７９
の吸引チューブ８２側近傍に形成される。また、図５では、吸引開口部７３，７７の一部
が吸引チューブ８２の端部にかかっている状態を図示しているが、吸引開口部７３，７７
の全てを開口するようにしてもよい。
【００７５】
　また、吸引開口部７３，７７の開口部面積は、吸引溝７４，７８の断面積よりも大きく
設定される。本実施形態では、吸引開口部を２個設ける構造を例示しているが、１個、ま
たは３個以上としてもよい。この際、吸引溝も吸引開口部の数だけ設けられる。
【００７６】
　このような構成にすれば、処置部分の内径が吸引チューブ８２の外径に近い細管のよう
な場合において、処置部分の内壁に付着するような残渣の吸引を行うことができる。
　　（実施形態４）
【００７７】
　続いて、実施形態４に係る流体噴射装置について図面を参照して説明する。実施形態４
は、前述した実施形態１～実施形態３に対して吸引開口部の位置及び形状が異なることに
特徴を有している。従って、実施形態１と異なる部分を中心に説明する。共通部位には実
施形態１と同じ符号を付している。
　図６は、実施形態４に係る流体噴射部の構造を示し、図５（ａ）のＤ－Ｄ切断面に相当
する位置の断面図である。図６において、吸引開口部６５が、筐体７０の側面外周（嵌着
部８０の外周）に設けられるリング形状の溝によって形成され、吸引溝７４，７８に連通
している。
【００７８】
　吸引開口部６５の側面形状の図示は省略するが、図５（ａ）に示す吸引開口部７３，７
７をリング状に連続したものと置き換えてみることができる。また、吸引開口部６５は、
鍔部７９に近接して設けられているが、吸引チューブ８２との嵌着量が十分な範囲で任意
の位置に設けることができる。
【００７９】
　このリング形状の吸引開口部６５は、上枠７１と下枠７５とを接合して筐体７０を形成
した後、切削加工等で容易に形成することができる。
【００８０】
　従って、このような構成によれば、筐体外周の３６０度にわたって処置部分の内壁に付
着するような残渣の吸引を行うことができる。さらに、吸引開口部６５をリング形状とし
ているので、吸引溝７４，７８の周方向位置を自在に設定できると共に、吸引溝の数を自
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在に増減することができる。
　　（実施形態５）
【００８１】
　続いて、実施形態５に係る流体噴射装置について図面を参照して説明する。実施形態５
は、前述した実施形態４に対して、リング形状の吸引開口部の位置を先端部に配置したこ
とに特徴有している。従って、実施形態４との装置個所を中心に説明する。
　図７は、実施形態５に係る流体噴射部の構造の一部を示し、（ａ）は側面断面図、（ｂ
）は筐体先端部から視認した正面図である。図７（ａ），（ｂ）において、吸引開口部６
６が、筐体７０の先端部１１において、流体噴射開口部３０の周囲を取り囲むリング形状
の溝によって形成されている。
【００８２】
　吸引開口部６６は、筐体７０の先端部に形成されており、吸引溝７４，７８と連通され
ている。吸引溝７４，７８は、筐体７０の先端部１１から鍔部７９を貫通して後端部にま
で貫通形成されている。従って、吸引開口部６６は、リング形状の溝と、このリング形状
の溝と吸引溝７４，７８との接合部分の範囲までで構成される。
【００８３】
　この吸引開口部６６は、上枠７１と下枠７５とを接合した後、切削加工等で容易に形成
でき、この際、吸引溝７４，７８の形成は、リング形状の溝の形成工程と前後して形成す
ることが可能である。
【００８４】
　このような構成にすれば、流体噴射開口部３０の周囲に吸引開口部６６を設けているの
で、処置部分の視野をより一層良好に目視可能な状態とすることができる。
　　（実施形態６）
【００８５】
　続いて、実施形態６に係る流体噴射装置について図面を参照して説明する。実施形態６
は、吸引開口部の大きさを変更できる嵌着機構を備えていることに特徴を有している。嵌
着機構以外は、前述した実施形態１の構造（図２、参照）を例示して説明する。
　図８は、実施形態６に係る流体噴射部の一部を示し、（ａ）は部分側面断面図、（ｂ）
は嵌着機能の一例を示す側面断面図である。図８（ａ）において、筐体７０の外周部には
、吸引溝７４，７８が形成されている。吸引溝７４，７８は、筐体７０の先端部から後端
部まで貫通形成されており、その外郭には吸引チューブ８２が嵌着されている。
【００８６】
　吸引開口部７３，７７の大きさは、吸引チューブ８２の嵌着位置によって決定される。
仮に、初期の吸引開口部７３，７７の軸方向の大きさ（吸引チューブ８２の位置）をｄ１
としたとき、吸引チューブ８２と吸引開口部７３，７７の相対位置をｄ２まで移動する。
すると、筐体７０の先端部から嵌着部８０のｄ２位置の範囲までが吸引開口部７３，７７
の範囲とすることができる。吸引開口部７３，７７の大きさを変更する（吸引チューブ８
２の位置を変更する）には嵌着機構を用いて行う。
【００８７】
　図８（ｂ）は、嵌着機構の一例を示す。図８（ｂ）において、筐体７０の嵌着部８０の
外周部には、螺旋状の突起部９０が形成されている。螺旋状の突起部９０の頂部９１の外
径は、吸引チューブ８２と嵌着可能な寸法に設定される。ここで、筐体７０を吸引チュー
ブ８２に対して回転すると、螺旋状の突起部９０の頂部の一部が吸引チューブ８２の内郭
と喰い合いながら、軸方向に進退する。このようにして、筐体７０と吸引チューブ８２の
相対位置を変更することにより、吸引開口部７３，７７の大きさを任意に変更することが
できる。
【００８８】
　なお、この際、吸引チューブ８２は柔軟性を有しているので内壁には特別な加工を必要
としないが、螺旋状の突起部９０を雄螺子として、吸引チューブ８２の内壁に雌螺子を形
成する構造としてもよい。
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【００８９】
　また、嵌着部８０の外周部に細かな凹凸を形成して、吸引チューブ８２を嵌着させる構
造とすることもできる。この場合、吸引チューブ８２を筐体７０に対して軸方向に押し引
きして摺動させることにより吸引チューブの位置を移動させることができる。この際、吸
引チューブ８２の内壁に、嵌着部８０の凹凸に対応する凸凹を形成して、互いの凹凸を噛
み合せる構造としてもよい。
【００９０】
　なお、嵌着部８０に設けられる螺旋状の突起部９０や凹凸は、上枠７１と下枠７５とを
接合した後、切削加工等で容易に形成することができる。また、吸引チューブ８２の螺旋
状突起部や凹凸は、チューブ成形時の型形状を転写することにより形成可能である。
【００９１】
　このようにすれば、操作者が処置部の状態に応じて吸引開口部の大きさ及び位置を任意
に調整することが可能となり、処置操作がしやすくなるという効果がある。
【００９２】
　なお、上述した実施形態では、流体噴射部１０の基本となる構造を実施形態１によるも
のを例示したが、実施形態２～実施形態５の構造にも適合させることができる。
　　（実施形態７）
【００９３】
　次に、実施形態７に係る流体噴射装置について図面を参照して説明する。実施形態７は
、前述した実施形態１～実施形態６に記載の流体噴射開口部と吸引開口部とを備える流体
噴射部に流体の噴射と、吸引と、を切り換える切換操作部をさらに備えていることを特徴
としている。従って、流体噴射部の説明は省略し、切換操作部を中心に説明する。
　図９は、実施形態７に係る流体噴射装置の概略構成を示す説明図である。図９において
、流体噴射部１０には切換操作部１２０が装着されている。
【００９４】
　切換操作部１２０は、吸引チューブ８２の外周部に嵌着装着され、突出した把持部１２
１を備える。把持部１２１は、操作者が握りやすい大きさ形状の形成される。そして、把
持部１２１の一部に切換操作部材１３０が設けられている。切換操作部材としては、プッ
シュスイッチ、または回転スイッチ等を採用することができる。
【００９５】
　切換操作としては、流体噴射のＯＮ／ＯＦＦ、吸引のＯＮ／ＯＦＦを行うことができる
。具体的には、流体噴射と吸引を同時に行う、流体噴射と吸引とを交互に切り換える、流
体噴射後に吸引操作に切り換え、再度流体噴射を行うことを繰り返す、吸引後に流体噴射
を行うというように切換操作を行う。
【００９６】
　この際、プッシュスイッチの一例としては多段スイッチがあり、多段階のプッシュ操作
により上述の噴射／吸引の切り換えの選択を行う。また、回転スイッチでは、上述の噴射
／吸引の組み合わせをダイヤル表示し、その表示に合わせて切り換え選択すればよい。
　なお、噴射と吸引を同時に行う操作部材と、噴射用操作部材と、吸引用操作部材と、を
それぞれ専用に設ける構成としてもよい。
【００９７】
　このような構成にすれば、操作者が手元で、流体噴射と吸引とを自在に切り換えて操作
することができ、操作性を格段に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】実施形態１に係る流体噴射装置の概略構成の一例を示す説明図。
【図２】実施形態１に係る流体噴射部の構造を示し、（ａ）は流体噴射部の断面中心軸Ｇ
に沿って垂直に切断した切断面を示す側面断面図、（ｂ）は（ａ）の先端方向から視認し
た正面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ切断面を示す断面図、（ｄ）は（ａ）のＣ－Ｃ切断面
を示す断面図。
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【図３】断面中心軸Ｇに沿って水平に切断した平面断面図。
【図４】実施形態２に係る流体噴射部の一部を示し、（ａ）は側面断面図、（ｂ）は先端
方向から視認した正面図。
【図５】実施形態３に係る流体噴射部の構造を示し、（ａ）は側面断面図、（ｂ）は図示
上方から視認したときの平面図。
【図６】実施形態４に係る流体噴射部の構造を示し、図５（ａ）のＤ－Ｄ切断面に相当す
る位置の断面図。
【図７】実施形態５に係る流体噴射部の構造の一部を示し、（ａ）は側面断面図、（ｂ）
は筐体先端部から視認した正面図。
【図８】実施形態６に係る流体噴射部の一部を示し、（ａ）は部分側面断面図、（ｂ）は
嵌着機能の一例を示す側面断面図。
【図９】実施形態７に係る流体噴射装置の概略構成を示す説明図。
【符号の説明】
【００９９】
　１０…流体噴射部、３０…流体噴射開口部、３１…出口流路、３２…入口流路、３５…
吸引路、４０，４１…ダイアフラム、５１，５２…圧電素子、６０…流体室、７０…筐体
、７３，７７…吸引開口部、７４，７８…吸引溝、８１…流体供給チューブ、８２…吸引
チューブ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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